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(57)【要約】
　　【課題】ニキビ改善性能に優れるニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、化粧料を提供す
ることを課題とする。
　　【解決手段】アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含むニキビ改善用組成
物、皮膚外用剤、化粧料を提供する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含むニキビ改善用組成物。
【請求項２】
　さらに、殺菌剤を含む請求項１に記載のニキビ改善用組成物。
【請求項３】
　前記殺菌剤が、イソプロピルメチルフェノール及びエチルヘキシルグリセリンのうちの
少なくとも一方である請求項２に記載のニキビ改善用組成物。
【請求項４】
　アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含む皮膚外用剤。
【請求項５】
　さらに、殺菌剤を含む請求項４に記載の皮膚外用剤。
【請求項６】
　前記殺菌剤が、イソプロピルメチルフェノール及びエチルヘキシルグリセリンのうちの
少なくとも一方である請求項５に記載の皮膚外用剤。
【請求項７】
　アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含む化粧料。
【請求項８】
　さらに、殺菌剤を含む請求項７に記載の化粧料。
【請求項９】
　前記殺菌剤が、イソプロピルメチルフェノール及びエチルヘキシルグリセリンのうちの
少なくとも一方である請求項８に記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ニキビ改善用組成物としては、例えば、抽出溶媒によって植物に抽出処理を施す
ことによって得られる植物抽出物を含むものが知られている。
【０００３】
　この種のニキビ改善用組成物としては、例えば、抽出溶媒によってユキノシタに抽出処
理を施すことによって得られるユキノシタ抽出物を含む組成物が知られている（特許文献
１）。
【０００４】
　特許文献１に記載されたニキビ改善用組成物は、皮膚に塗布されることにより、ニキビ
を改善することができる。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されたニキビ改善用組成物は、必ずしもニキビを改善
する性能に優れていないという問題を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１７７４３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の問題点等に鑑み、ニキビ改善性能に優れるニキビ改善用組成物を提供
することを課題とする。また、ニキビ改善性能に優れる皮膚外用剤を提供することを課題
とする。また、ニキビ改善性能に優れる化粧料を提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るニキビ改善用組成物は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを
含むことを特徴としている。
【０００９】
　本発明に係る皮膚外用剤は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含むこと
を特徴としている。
【００１０】
　本発明に係る化粧料は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含むことを特
徴としている。
【００１１】
　本発明に係るニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、化粧料は、さらに、殺菌剤を含むこと
が好ましい。さらに殺菌剤を含むことにより、ニキビ改善性能がより優れたものになると
いう利点がある。
【００１２】
　本発明に係るニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、化粧料においては、前記殺菌剤（抗菌
剤）が、イソプロピルメチルフェノール及びエチルヘキシルグリセリンのうちの少なくと
も一方であることが好ましい。殺菌剤（抗菌剤）が、イソプロピルメチルフェノール及び
エチルヘキシルグリセリンのうちの少なくとも一方であることにより、ニキビ改善性能が
より優れたものになるという利点がある。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料は、ニキビ改善性能に優れると
いう効果を奏する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明に係るニキビ改善用組成物の一実施形態について説明する。
【００１５】
　本実施形態のニキビ改善用組成物は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを
含むものである。
　本実施形態のニキビ改善用組成物は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを
含むため、ニキビ改善性能に優れている。例えば、本実施形態のニキビ改善用組成物は、
皮膚のニキビが生じた部分に塗布されることにより、ニキビを十分に小さくすることがで
きる。
　本実施形態のニキビ改善用組成物は、例えば、液状、半固形状、又は固形状に調製され
ている。
【００１６】
　前記アーティチョーク抽出物は、抽出溶媒による抽出処理をアーティチョーク（別名チ
ョウセンアザミ（朝鮮薊））に施すことによって得られる抽出物である。
　前記アーティチョークは、キク科チョウセンアザミ属に属する多年草である。アーティ
チョークの学名は、Cynara scolymus L.である。
【００１７】
　前記アーティチョークの抽出部位としては、特に限定されず、例えば、花部、葉部、根
部などが挙げられる。なかでも、抽出される部位としては、ニキビ改善性能がより優れた
ものになるという点で、葉部が好ましい。即ち、前記アーティチョーク抽出物としては、
アーティチョークの葉部の抽出物が好ましい。
【００１８】
　前記アーティチョーク抽出物の抽出溶媒としては、水、又は、メタノール、エタノール
、プロパノールなどの脂肪族１価アルコール；グリセリン、プロピレングリコール、１，
３－ブチレングリコールなどの脂肪族多価アルコール；アセトンなどのケトン類；ジエチ
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ルエーテル、ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリルなどのニトリル類；酢酸エチ
ルエステルなどのエステル類；キシレン、ベンゼン、トルエンなどの芳香族類；クロロホ
ルムなどハロゲン化アルキル類などの有機溶媒が挙げられる。
　これらの抽出溶媒は、１種が単独で、又は２種以上が混合されて用いられ得る。複数種
の溶媒が混合されてなる抽出溶媒の混合比は、特に限定されるものではなく、適宜調整さ
れる。
【００１９】
　前記アーティチョーク抽出物の抽出溶媒としては、少なくとも有機溶媒を含む抽出溶媒
が好ましい。
　また、斯かる抽出溶媒としては、ニキビ改善性能がより優れたものになるという点で、
脂肪族１価アルコール又は脂肪族多価アルコールなどの脂肪族アルコールを含む抽出溶媒
がより好ましく、１価又は２価の脂肪族アルコールを含む抽出溶媒がさらに好ましく、エ
タノール、１，３－ブチレングリコール、及びプロピレングリコールからなる群より選択
される少なくとも１種を含む抽出溶媒が最も好ましい。
【００２０】
　前記アーティチョーク抽出物の抽出溶媒としては、具体的には、エタノール、１，３－
ブチレングリコール、及びプロピレングリコールからなる群より選択される少なくとも１
種の脂肪族アルコールと水とを、脂肪族アルコール：水＝８：２～２：８の容量比で混合
した抽出溶媒が好ましく、エタノール、１，３－ブチレングリコール、及びプロピレング
リコールからなる群より選択される少なくとも１種の脂肪族アルコールのみを含む抽出溶
媒がより好ましい。
【００２１】
　前記ユキノシタ抽出物は、ユキノシタ科ユキノシタ属（Saxifraga stolonifera）の植
物に抽出溶媒による抽出処理を施すことによって得られる抽出物である。
【００２２】
　前記ユキノシタ属の植物の抽出部位としては、特に限定されず、例えば、花部、葉部、
根部などが挙げられる。なかでも、抽出される部位としては、ニキビ改善性能がより優れ
たものになるという点で、葉部が好ましい。即ち、前記ユキノシタ抽出物としては、ユキ
ノシタの葉部の抽出物が好ましい。
【００２３】
　前記ユキノシタ抽出物の抽出溶媒としては、水、又は、メタノール、エタノール、プロ
パノールなどの脂肪族１価アルコール；グリセリン、プロピレングリコール、１，３－ブ
チレングリコールなどの脂肪族多価アルコール；アセトンなどのケトン類；ジエチルエー
テル、ジオキサンなどのエーテル類；アセトニトリルなどのニトリル類；酢酸エチルエス
テルなどのエステル類；キシレン、ベンゼン、トルエンなどの芳香族類；クロロホルムな
どハロゲン化アルキル類などの有機溶媒が挙げられる。
　これらの抽出溶媒は、１種が単独で、又は２種以上が混合されて用いられ得る。複数種
の溶媒が混合されてなる抽出溶媒の混合比は、特に限定されるものではなく、適宜調整さ
れる。
【００２４】
　前記ユキノシタ抽出物の抽出溶媒としては、水と有機溶媒とを含む抽出溶媒が好ましい
。
　また、斯かる抽出溶媒としては、ニキビ改善性能がより優れたものになるという点で、
脂肪族１価アルコール又は脂肪族多価アルコールなどの脂肪族アルコールと水とを含む抽
出溶媒がより好ましく、１価又は２価の脂肪族アルコールと水とを含む抽出溶媒がさらに
好ましく、エタノール、１，３－ブチレングリコール、及びプロピレングリコールからな
る群より選択される少なくとも１種の脂肪族アルコールと水とを含む抽出溶媒が最も好ま
しい。
【００２５】
　前記ユキノシタ抽出物の抽出溶媒としては、具体的には、エタノール、１，３－ブチレ
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ングリコール、及びプロピレングリコールからなる群より選択される少なくとも１種の脂
肪族アルコールと水とを、脂肪族アルコール：水＝８：２～２：８の容量比で混合した抽
出溶媒が好ましく、１，３－ブチレングリコールと水とを１，３－ブチレングリコール：
水＝８：２～２：８の容量比で混合した抽出溶媒がより好ましい。
【００２６】
　上述した植物（アーティチョーク、ユキノシタ）に抽出処理を施す抽出方法としては、
特に制限されず、従来公知の一般的な抽出方法を採用することができる。抽出においては
、抽出原料として各植物の抽出部位をそのまま若しくは乾燥させて用いることができる。
また、通常、抽出溶媒量が抽出原料の５～１５倍量（質量比）であり、抽出温度が２０℃
～８０℃であり、抽出時間が２時間～３日間である。抽出した後においては、必要に応じ
て、適宜、ろ過、脱臭、脱色などの精製処理を行うことができる。
【００２７】
　上述した植物（アーティチョーク、ユキノシタ）の各抽出物は、通常、前記抽出溶媒に
よる抽出液、その希釈液、その濃縮液、又はその抽出溶媒を除去した乾燥物の態様になり
得る。具体的には、各抽出物は、例えば、溶液状、ペースト状、ゲル状、粉末状などの態
様になり得る。
　各抽出物としては、例えば、市販されているものが用いられる。
【００２８】
　前記ニキビ改善用組成物は、通常、上記の各抽出物を、乾燥物換算で、それぞれ０．０
０００１～０．２質量％含む。
　なお、乾燥物換算とは、抽出物から抽出溶媒を除いた残渣である乾燥物の質量に換算す
ることである。
【００２９】
　前記ニキビ改善用組成物は、乾燥物換算で、アーティチョーク抽出物を０．００００８
質量％以上含むことが好ましく、０．０００４質量％以上含むことがより好ましい。
　また、乾燥物換算で、アーティチョーク抽出物を０．００６質量％以下含むことが好ま
しく、０．００４質量％以下好むことがより好ましい。
　アーティチョーク抽出物を乾燥物換算で０．００００８質量％以上含むことにより、よ
り十分な効果を得ることができる。また、アーティチョーク抽出物を乾燥物換算で０．０
０６質量％以下含むことにより、組成物の安定性がより優れたものとなる。
【００３０】
　前記ニキビ改善用組成物は、乾燥物換算で、ユキノシタ抽出物を０．００２質量％以上
含むことが好ましく、０．０１質量％以上含むことがより好ましい。
　前記ニキビ改善用組成物は、乾燥物換算で、ユキノシタ抽出物を０．１５質量％以下含
むことが好ましく、０．１質量％以下好むことがより好ましい。
　ユキノシタ抽出物を乾燥物換算で０．００２質量％以上含むことにより、より十分な効
果を得ることができる。また、ユキノシタ抽出物を乾燥物換算で０．１５質量％以下含む
ことにより、組成物の安定性がより優れたものとなる。
【００３１】
　前記ニキビ改善用組成物は、乾燥物換算で、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出
物とを合計で０．００２０８～０．１５６質量％含むことが好ましく、０．０１０４～０
．１０４質量％含むことがより好ましい。
【００３２】
　前記ニキビ改善用組成物に含まれるアーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物との質
量比は、乾燥物換算で、アーティチョーク抽出物：ユキノシタ抽出物＝１：３．５～１：
１７５であることが好ましい。
【００３３】
　前記ニキビ改善用組成物は、さらに、上記の植物の抽出物以外の植物抽出物、水などの
溶媒、ｐＨ緩衝剤、界面活性剤、ビタミン類、美白剤、殺菌剤（抗菌剤）、紫外線吸収剤
、紫外線散乱剤、増粘剤、油類、多価アルコール類、水溶性高分子化合物、酸化防止剤な
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どを含み得る。
【００３４】
　前記ニキビ改善用組成物は、ニキビ改善性能がより優れたものになるという点で、さら
に殺菌剤を含むことが好ましい。
【００３５】
　前記殺菌剤（抗菌剤）は、細菌を死滅させる作用、又は、細菌の発育を抑制する作用を
有する化合物である。
【００３６】
　前記殺菌剤（抗菌剤）としては、イソプロピルメチルフェノール（３－メチル－４－イ
ソプロピルフェノール）、エチルヘキシルグリセリン（グリセリンモノ２－エチルヘキシ
ルエーテル）、安息香酸又はその塩、安息香酸アルキルエステル、及び、サリチル酸又は
その塩からなる群より選択される少なくとも１種が挙げられる。
【００３７】
　前記殺菌剤としては、イソプロピルメチルフェノール及びエチルヘキシルグリセリンの
うちの少なくとも一方が好ましい。
【００３８】
　前記ニキビ改善用組成物は、イソプロピルメチルフェノールを０．００１質量％以上含
むことが好ましく、０．０１質量％以上含むことがより好ましい。イソプロピルメチルフ
ェノールを０．０１質量％以上含むことにより、ニキビ改善性能がより優れたものになる
という利点がある。
　また、前記ニキビ改善用組成物は、イソプロピルメチルフェノールを５．０質量％以下
含むことが好ましく、１．０質量％以下含むことがより好ましい。イソプロピルメチルフ
ェノールを５．０質量％以下含むことにより、皮膚に対する刺激がより小さくなるという
利点がある。
【００３９】
　前記ニキビ改善用組成物は、エチルヘキシルグリセリンを０．０１質量％以上含むこと
が好ましく、０．０５質量％以上含むことがより好ましい。エチルヘキシルグリセリンを
０．０５質量％以上含むことにより、ニキビ改善性能がより優れたものになるという利点
がある。
　また、前記ニキビ改善用組成物は、エチルヘキシルグリセリンを１０．０質量％以下含
むことが好ましく、５．０質量％以下含むことがより好ましい。エチルヘキシルグリセリ
ンを１０．０質量％以下含むことにより、皮膚に対する刺激がより小さくなるという利点
がある。
【００４０】
　前記ニキビ改善用組成物は、殺菌剤としてのイソプロピルメチルフェノールとエチルヘ
キシルグリセリンとを含むことが好ましい。イソプロピルメチルフェノールとエチルヘキ
シルグリセリンとを含むことにより、ニキビ改善性能がより優れたものになるという利点
がある。
【００４１】
　前記ニキビ改善用組成物は、殺菌剤としてのイソプロピルメチルフェノールとエチルヘ
キシルグリセリンとを合計で０．００１～１０．０質量％含むことが好ましく、合計で０
．０１～５．０質量％含むことがより好ましい。
【００４２】
　前記ニキビ改善用組成物は、上述したように、アーティチョーク抽出物、ユキノシタ抽
出物以外の植物抽出物を含み得る。
　斯かる植物抽出物としては、殺菌作用、抗菌作用を有するものが好ましく、例えば、チ
ョウジ抽出物、シコン抽出物、トウキ抽出物、カワラヨモギ抽出物、ユーカリ抽出物、ラ
ベンダー抽出物、オウゴン抽出物、シャクヤク抽出物、ローズマリー抽出物、クララ抽出
物、ジユ抽出物、甘草抽出物、エンメイソウ抽出物などが挙げられる。
【００４３】
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　前記ニキビ改善用組成物は、一般的な方法によって製造される。
　具体的には、前記ニキビ改善用組成物は、例えば、水などの溶媒、アーティチョーク抽
出物、ユキノシタ抽出物、及び、水溶性高分子化合物などを、ホモミキサーなどの混合装
置を用いて混合することにより、製造することができる。
【００４４】
　前記ニキビ改善用組成物は、ヒトの生体又はヒト以外の動物の生体に適用されて使用さ
れる。例えば、前記ニキビ改善用組成物は、皮膚に接触させること、又は、経口摂取させ
ることなどによって、使用される。前記ニキビ改善用組成物は、好ましくは、美容上の目
的で、非治療的に使用される。
【００４５】
　次に、本発明の皮膚外用剤の一実施形態について説明する。
【００４６】
　本実施形態の皮膚外用剤は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含み、皮
膚に接触させることによって使用されるものである。
【００４７】
　前記皮膚外用剤は、例えば、液状、半固形状、又は固形状に調製され、皮膚に塗布され
ること、又は、皮膚に貼付されることなどによって、生じたニキビを改善させることがで
きる。
【００４８】
　前記皮膚外用剤に含まれるアーティチョーク抽出物及びユキノシタ抽出物の量としては
、上述したニキビ改善用組成物と同様の量が採用される。
　前記皮膚外用剤は、上述したニキビ改善用組成物と同様に、上記の植物の抽出物以外に
、水などの溶媒、ｐＨ緩衝剤、界面活性剤、殺菌剤、油類、多価アルコール類、水溶性高
分子化合物、酸化防止剤などをさらに含み得る。
【００４９】
　前記皮膚外用剤は、上述したニキビ改善用組成物と同様の量で、アーティチョーク抽出
物、ユキノシタ抽出物、及び、イソプロピルメチルフェノールやエチルヘキシルグリセリ
ンなどの殺菌剤を含むことが好ましい。
【００５０】
　前記皮膚外用剤に含まれるアーティチョーク抽出物、ユキノシタ抽出物、殺菌剤の質量
比は、上述したニキビ改善用組成物と同様の質量比であることが好ましい。
【００５１】
　前記皮膚外用剤は、上述したニキビ改善用組成物と同様の方法によって製造される。
【００５２】
　前記皮膚外用剤は、ヒトの皮膚又はヒト以外の動物の皮膚と接触されて使用される。前
記皮膚外用剤は、好ましくは、美容上の目的で、非治療的に使用される。
【００５３】
　続いて、本発明の化粧料の一実施形態について説明する。
【００５４】
　本実施形態の化粧料は、アーティチョーク抽出物とユキノシタ抽出物とを含み、美容上
の目的で、人体の一部と接触させることによって使用されるものである。
【００５５】
　前記化粧料は、例えば、液状、半固形状、又は固形状に調製され、皮膚に塗布されるこ
と、又は、皮膚に貼付されることなどによって、生じたニキビを改善させることができる
。
【００５６】
　前記化粧料に含まれるアーティチョーク抽出物及びユキノシタ抽出物の量としては、上
述したニキビ改善用組成物と同様の量が採用される。
　前記化粧料は、上述したニキビ改善用組成物と同様に、上記の植物の抽出物以外に、水
などの溶媒、ｐＨ緩衝剤、界面活性剤、殺菌剤、油類、多価アルコール類、水溶性高分子
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【００５７】
　前記化粧料は、上述したニキビ改善用組成物と同様の量で、アーティチョーク抽出物、
ユキノシタ抽出物、及び、イソプロピルメチルフェノールやエチルヘキシルグリセリンな
どの殺菌剤を含むことが好ましい。
【００５８】
　前記化粧料に含まれるアーティチョーク抽出物、ユキノシタ抽出物、殺菌剤の質量比は
、上述したニキビ改善用組成物と同様の質量比であることが好ましい。
【００５９】
　前記化粧料は、上述したニキビ改善用組成物と同様の方法によって製造される。
【００６０】
　前記化粧料は、ヒトの皮膚と接触させること、又は、ヒトに経口摂取させることなどに
よって、ヒトの生体に適用されて使用される。前記化粧料は、非治療的に使用される。
【００６１】
　本実施形態のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料は、上記例示の通りである
が、本発明は、上記例示のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料に限定されるも
のではない。また、本発明では、一般のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料に
おいて採用される種々の形態を、本発明の効果を損ねない範囲で採用することができる。
【実施例】
【００６２】
　次に、実施例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
【００６３】
（実施例１）
　表１に示す組成のジェル状のニキビ改善用組成物（皮膚外用剤、化粧料）を製造した。
　アーティチョーク抽出物及びユキノシタ抽出物の詳細は、下記の通りである。
［アーティチョーク抽出物］
　アーティチョークの葉部をエタノール（抽出溶媒）によって抽出した抽出物　製品名「
バイオベネフィ」一丸ファルコス社製（０．０８質量％の乾燥物濃度）
［ユキノシタ抽出物］
　ユキノシタの葉部を１，３－ブチレングリコール５０容量％の水溶液（抽出溶媒）によ
って抽出した抽出物　製品名「ユキノシタ抽出物ＢＧ」丸善製薬社製（２．０質量％の乾
燥物濃度）
　詳しくは、精製水に分散させたヘクトライト及びヒドロキシエチルセルロースを、ポリ
ソルベート－８０及び酸化亜鉛と室温にて混合し、分散液を調製した。一方で、イソプロ
ピルメチルフェノール（シメン－５－オール）、エチルヘキシルグリセリン（グリセリン
モノ２－エチルヘキシルエーテル）、ジプロピレングリコール、及びメチルパラベンを加
熱しつつ混合することにより、透明溶液を調製した。別途、アーティチョーク抽出物とユ
キノシタ抽出物とＥＤＴＡ－２Ｎａとを精製水に溶解させて水溶液を調製した。
　上記の分散液と有機溶液とを混合し、ホモミキサーによって室温にて３，０００ｒｐｍ
で２分間撹拌した後、上記の水溶液を徐々に添加した。上記の水溶液を添加しつつ３，０
００ｒｐｍで２分間撹拌することによって、ジェル状のニキビ改善用組成物を製造した。
【００６４】
（実施例２、比較例１～３）
　それぞれ表１に示す組成となるように組成を変更した点以外は、実施例１と同様にして
ジェル状のニキビ改善用組成物を製造した。
【００６５】
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【表１】

【００６６】
（実施例３～１１、比較例４）
　それぞれ表２に示す組成となるように組成を変更した点以外は、実施例１と同様にして
ジェル状のニキビ改善用組成物を製造した。
【００６７】

【表２】

【００６８】
　製造した実施例、各比較例のニキビ改善用組成物を使用し、ニキビ症状を有する２０代
女性によって、ニキビ改善に関わる評価を行った。評価方法の詳細は、以下の通りである
。
【００６９】
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　実施例１、２及び比較例１～３の５つのニキビ改善用組成物については、２０代女性６
０名を１２名ずつ５群に分け、各群を被験者として評価した（Ｎ＝１２）。
　詳しくは、化粧下地を塗布した後、ニキビの疾患部位にニキビ改善用組成物を塗布する
行為を、１日あたり２回行った。２０日間ニキビ改善用組成物を使用し続け、使用前後に
おけるニキビ改善性能（６項目）、及び、使用時の皮膚刺激感（２項目）について、アン
ケートによって評価を行った。
　各評価時において、Ａ．非常にそう思う、　Ｂ．ややそう思う、　Ｃ．わからない、　
Ｄ．全くそう思わない、のうちのいずれかを選択させた。
　上記評価の結果を表３に示す。なお、表３におけるそれぞれの数字は、上記のＡ．～Ｄ
．と評価した被験者の人数を表す。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　表３から把握できるように、実施例のニキビ改善用組成物は、優れたニキビ改善性能を
有する。また、実施例のニキビ改善用組成物は、肌に対する負担（皮膚への刺激）を抑制
する効果を有する。
【００７２】
＜評価方法２＞
　一方、比較例４、実施例３～１１のニキビ改善用組成物については、２０代女性３０名
を３名ずつ１０群に分け、各群を被験者として評価した（Ｎ＝３）。
　そして、使用期間を１４日間とした点以外は、上記の評価方法１と同様にしてニキビ改
善用組成物を評価した。また、アンケートによって、下記のように点数付けを行った。
　　　Ａ．非常にそう思う－３点
　　　Ｂ．ややそう思う－２点
　　　Ｃ．わからない－１点
　　　Ｄ．全くそう思わない－０点
　上記評価の結果を表４に示す。表４における数字は、上記のごとく点数付けされた点数
の合計を表す。
【００７３】
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【表４】

【００７４】
　表４から把握できるように、実施例のニキビ改善用組成物は、優れたニキビ改善性能を
有する。実施例のニキビ改善用組成物は、アーティチョーク抽出物及びユキノシタ抽出物
を含むため、相乗的にニキビ改善性能を発揮すると考えられる。
　また、実施例のニキビ改善用組成物は、肌に対する負担（皮膚への刺激）を抑制する効
果を有する。
【００７５】
　さらに、表５に示す組成のジェル状のニキビ改善用組成物（皮膚外用剤、化粧料）、及
び、表６に示す組成のクリーム状のニキビ改善用組成物（皮膚外用剤、化粧料）をそれぞ
れ製造した。
【００７６】
（実施例１２～１６）
　表５に示す組成に変更した点以外は、上記のジェル状のニキビ改善用組成物と同様の方
法によって製造した。
【００７７】
（実施例１７～２２、比較例５）
　一方、クリーム状のニキビ改善用組成物は、表６に示す組成となるように、下記のよう
にして製造した。
　即ち、まず、２質量％となるようにカルボマーを精製水に添加した後、撹拌して、粘稠
溶液を調製した。
　また、ユキノシタ抽出物及びアーティチョーク抽出物を精製水に添加し、撹拌して均一
な抽出物溶液を調製した。
　また、水酸化ナトリウムを精製水に添加し、撹拌して、均一な２％アルカリ溶液を調製
した。
　さらに、イソプロピルメチルフェノール、エチルヘキシルグリセリン、グリセリン、１
，３－ブチレングリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、及び精製水の残部
を混合し、７０℃以上に加熱し、分散溶液を調製した。
　また、ワセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、水添レシチン、トコフェロール、ラ
ウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデシル）、及びスクワランを混合し
、７０℃以上に加熱して、均一な油相溶液を調製した。
　上記の分散溶液と上記の油相溶液とを混合し、４，０００ｒｐｍで２分間ホモジナイズ
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　冷却後、粘稠溶液と抽出物溶液とを添加し、４，０００ｒｐｍで２分間ホモジナイズし
た後、室温まで冷却した。
　さらに、アルカリ溶液を加えて均一になるまで撹拌し、クリーム状のニキビ改善用組成
物を製造した。
【００７８】
＜ジェル状、及び、クリーム状のニキビ改善用組成物の安定性の評価方法＞
　表５に示すジェル状のニキビ改善用組成物、及び、表６に示すクリーム状のニキビ改善
用組成物について、安定性の評価を行った。
　詳しくは、製造した翌日に、ニキビ改善用組成物を５０℃で２０日間保管することによ
って、加速試験を行い、下記に従って、保管後の状態を評価した。
　　○　変化なし。又は僅かに変化する。
　　△　変化するが、使用に支障なし。
　　×　著しく変化し、使用に支障あり。
　安定性の評価結果を表５及び表６に示す。
【００７９】
【表５】

【００８０】
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【００８１】
　さらに、ニキビ改善用組成物（皮膚外用剤、化粧料）の製造例を以下に示す。
【００８２】
（製造例１）
　表７に示す組成の化粧料（化粧水）を製造した。
【００８３】
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【００８４】
　製造例１の化粧水（ニキビ用化粧水）の製造は、次のようにして行った。すなわち、ユ
キノシタ抽出物、アーティチョーク抽出物、グリセリン等で構成される水相に、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油を徐々に添加し、均一に分散させて溶解し、さらに、濾過処理す
ることにより、化粧料（化粧水）を得た。
【００８５】
（製造例２）
　表８に示す組成の化粧料（乳液）を製造した。
【００８６】
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【表８】

【００８７】
　製造例２の乳液（ニキビ用乳液）の製造は、次のようにして行った。すなわち、油相を
構成するスクワラン、エチルヘキサン酸セチル、ミリスチン酸オクチルドデシル等を７５
℃で加熱して溶解させた後、ユキノシタ抽出物、アーティチョーク抽出物、水添レシチン
、グリセリン等から構成され、７５℃で加熱溶解した水相に、油相を徐々に添加し、ホモ
ミキサー（３，０００ｒｐｍ、２分間処理）で均一に分散させた。さらに、脱気、濾過す
ることにより、化粧料（乳液）を得た。
【００８８】
（製造例３）
　表９に示す組成の化粧料（化粧下地）を製造した。
【００８９】
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【表９】

【００９０】
　製造例３の化粧下地（ニキビ用化粧下地）の製造は次のようにして行った。すなわち、
油相を構成するシクロメチコン、メトキシケイヒ酸オクチル、ジメチコン、ミリスチン酸
オクチルドデシル、酸化チタン等を均一に撹拌した後、ユキノシタ抽出物、アーティチョ
ーク抽出物、クエン酸、塩化ナトリウム等から構成される水相に油相を徐々に添加し、ホ
モミキサー（５，０００ｒｐｍ、５分処理）で均一に分散させた。さらに、脱気、濾過す
ることにより、化粧料（化粧下地）を得た。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料は、例えば、皮膚に塗布される
ことにより、いったん生じたニキビが消えることを促進させるために、好適に使用される
。また、本発明のニキビ改善用組成物、皮膚外用剤、及び化粧料は、例えば、皮膚に塗布
されることにより、生じつつあるニキビが肥大することを抑制する目的でも、好適に使用
される。
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